
再就職支援に果たすハローワークの役割

一一失業認定・職業紹介の現状と課題一

中内哲

(熊本大学）

Ｉはじめに－本稿のねらいなど

働く機会を失い生活の粗となる賃金を得られなくなった失業者にとって,

その最大関心は，おそらく「速やかなる再就職」と「それに至るまでの経済的

基盤を確保すること」であろう。現在，わが国は，ハローワーク（公共職業安

定所（以下，ＨＷ)）を窓口に，失業等給付，とりわけ一般求職者給付により失

業者の生活を支えながら（扇用保険法（以下，履保法）’0条２項,同法施行規則（以

下．雇保則）１８条以下等)，職業紹介を通じて失業者が具体的な雇用や職を得ら

れるよう努めている（職業安定法（以下，職安法）４条．８条等)･

本稿は，①上述した失業者の最大関心に対応してＨＷが実施する措圃や施

策を「再就職支援」策と呼び．それらがセーフティネットとして最低限担うべ

き役割を果たしているか，という観点から分析．検証して現行制度を評価する

とともに，②かりに当該評価が消極的になった場合，その改善策あるいは改善

の方向性について言及することを，そのねらいとしている．

以下では，－段求職者給付，職業紹介の順に取り上げるが，前者については,

その具体的な給付内容.水鎚ではなく,失業者が当該給付を実際に手にするま
での階梯(以下.失業麗定手続贄)のあり方に絞って論じる。

1）この問題については，本勝に掲救された丸谷浩介会風の騎文(30頁以下）を参照されたい。

2）これをわかりやすく図示するものとして’2006年10月３日開催第１１回官民競争入札等監

理委風会厚生労働省提出資料４－１「民間提案のあった事業について（ハローワーク関係業

務について)」（http://www5.CaO・go.』p/kanmin/kaisai/2006/1003/061003-4-1-Lpdf）
２頁参照。

●
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シンポジウム（報告⑤）

Ⅱ失業認定手続き－求戯者給付受給への関門

離職・失業した者は，求職者給付を得ようとしてＨＷを訪れてから（出頭義

務（履保法15条２項)）実際にそれを受け取るまでに，管轄公共職業安定所長に

よる①同給付の受給資格者(同条1項｡受給要件については同法13~15条等参蝋）
に該当するか，②４週間毎の失業認定日に同法４条３項にいう「失業」状態に

あるか，③給付制限事由（同法32～34条）に該当する事情を抱えていないか，

以上３つの判断を経なければならない。これらに関する判断基準は，いわゆる
い

｢行政手引」（業務取扱要領）として詳細に定められている。

１同手続きをめぐる法的問題点一これまでの学脱・判例の概況

学説は，上記②③の局面で用いられる「行政手引」に対して批判を展開し

てきた。近時有力に主張される見解の核たる部分は，以下のように要約できよ
§）
フｏ

まず前者②では，「失業」の定義で示された４要件のうち（雇保法4条３項)，

ア）受給資格者の労働の「意思｣，イ）労働の「能力｣，ウ）「職業に就くこと

ができない状態｣の3要件の判断基準に批判の矛先が向けられ:｡ア)労働の
｢意思」は，「自己の労働力を提供して屈用労働者として就職しようとする積極

的な意思｣とさ孔受給資格者には祇極的な求職活動が課せられている｡この
｢意思」要件は認定を行うＨＷ側の主観的判断が入り込みやすい要素だけに，

3）西村健一郎Ｉ社会保障法』（有斐悶，2003年）397頁も参照。

4）「行政手引」の内容は．すべてが公にされているわけではないが，その大要は，（財)労務

行政研究所編「新版風用保険法（コンメンタール)」（労務行政，2004年）で把握すること

ができる。

５）籾井常喜綱箸「社会保障法」（エイデル研究所，1991年）165頁以下［水野勝執雄]，済正

寛=良永彌太郎編箸「麓点社会保障法［第３版]」（中央経済社．2003年）173頁以下［山田

耕三執簸］参照。

６）残る要件は「離職」（厨保法４条２項）である。行政当局はこれを，非任意的な事由（解

雇）だけでなく，契約期間満了や任意退職など，使用者との扇用関係が終了した場合すべ

てを指すと解している。前掲註５)密313頁参照。

７）前掲駐５)轡316頁。
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再就職支援に果たすハローワークの役割（中内）

当該認定が不当に狭められないような失業者に対する保護の必要性や，近年の

国際的動向等に鑑みると，ＨＷへの求職申込みをもって労働の「意思」が推

定されると解すべきである。イ）労働の「能力」は，「労働（雇用労働）に従事

し，その対価を得て自己の生活に資し得る精神的，肉体的並びに環境上の能
８）

力」とされ，労働能力がないと推定される者が大きく３つに類型ｲﾋされている。

しかし，労働能力は，従事する仕事の内容や就業場所等，諸条件を踏まえた上

でなければ判断できないはずであり，上記のように類型化すれば，「能力」要

件の充足如何が抑制的に判断されるおそれがある。ウ）「職業に就くことがで

きない状態」は，「公共職業安定所が受給資格者の求職申込みに応じて最大の

努力をしたが就職させることができず，また本人の努力によっても就職できな

い状態」であり，さらに「就職」については，「雇用関係に入るものはもちろ

ん，請負，委任により常時労務を提供する地位にある場合，自営業を開始した
９）

場合等といい，現実の収入の有無を問わない」とされる。この「就職」に関し

て「現実の収入の有無を問わない」と解することは，求職者給付が失業による

所得喪失を保障することとの関係では厳格に過ぎ，少なくとも，就労による収
１０）

入の取得ｶﾖ予定されている場合と捉えるべきである，と。

また，上記③給付制限事由では，エ）職業紹介等拒否（雇保法32条ハオ）重

責解雇（被保険者（雇保法４条１項）の重大な帰責事由による解雇）（同法33条１項本
１１）

文)，力）正当理由のない自己都合退職（同文）が批判の対象となっている。す

８）前掲註５)書318頁。その３類型とは，「老齢’疾病，負傷又は産前産後等本人に固有な精

神的，肉体的諸原因により通常のいかなる職業にも就くことができない（適職なし）と認

められる者であって，公共職業訓練等を行う施設（……）にも入校（所）させることがで

きない者」「[労災］保険法の規定による休業補償給付その他これに相当する給付の支給を

受けている者」「家事，家業又は学業等の都合により他の職業に就き得ない状態にある者」

・である。

９）前掲註５)書319-20頁。

10）ウ）の部分については._漬正寛「会社の代表取締役就任と「職業に就くこと｣」佐瀧進＝

西原道雄=西村健一郎編「社会保障判例百選［第２版〕」（有斐閣，1991年）160頁（とくに

161頁）も参照。

11）この議論状況をまとめた近時の業繊として，細谷越史「｢失業給付の支給制限」に関する

雇潔雛獺《露f鰯；;駁|鰯７A,i:ii鶴鯛腱謹
保障法」（総合労働研究所，1972年）240頁以下も参照。
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シンポジウム（報告⑤）

なわち，オ）については，対使用者との関係で非難されるべき事項を求職者給

付の給付制限事由として掲げることに論理の飛蝿があ:こと等に照らすと,当
該条文自体を削除すべきである。エ）力）に関しては，「労働権（憲法27条１

項）には，適職選択権あるいは適職訓練受:Ni権（労働者が職業紹介や職業訓練等を

利用して自発的に自らが好む適職を選択し，あるいは．よりよい労働条件の職に移動す
１３）

る権利）が含まれる」との観点力､ら，そこで設定されている詳細な基準の中に．

上記適職選択権を侵害・制約するものがある，と。

他方，判例は，失業認定手続き上の論点が争われた事案に関する限り，当該

法令の関連条文や「行政手引」上の基準に対して，違憲・違法との評価をこれ
１４）

まで全く下していない。

２新たな論点

上述した学説の主旨には概ね賛同できるが，「行政手引」が失業認定手続き

に関して定める基準には，従来さほど関心を払われてこなかった問題点が存在

すると箪者は捉えている。

（１）受給を阻まれる失業者層の存在

その１つは，現行制度上，ある特定の属性を有する者が，たとえ被保険者

(雇保法4条1項）として基本手当の受給資格に必要な期間(離職前2年間のうち

通算被保険者期間12箇月以上（同法13条１項)）雇用保険料を支払ったとしても，

当該属性ゆえに，求職者給付を原則的に受給できない点である。具体的には，

12）この見解については．滑正寛「失業給付の法的栂造」深山喜一郎刊行代表「現代の生存

掴（法律文化社．1986年）317頁（とくに331頁）参照。

13）その代表的見解として，松林和夫「職業訓練と労働橘・教育梅」大月聾店網集部綱Ｉ現

代の労働組合運動第６集今日の教育改革・職業馴鯛（大月轡店，1976年）108頁以下

参照。

14）扇保法４条３項にいう「失業」概念に関迎して，労働の「意思」がないと推定される基

単「職業指導を行ったにもかかわらず，公共職業安定所が不適当と認める職業又は不当と

翅める労働条件その他の求職条件の希望を固執する者」が争点となった下市職安所長事

件・大阪高判昭５７．８．９労判392号カード11頁，「戚粟に就くこと」の意義が争点となっ

た岡山職安所長事件・広島高岡山支判昭６３．１０．１３労判528号25頁，給付制限事由である

「正当理由のない自己都合退職」骸当性が争われた新宿職安所長（京王交通）事件・東京地

判平４．１１．２０労判620号50頁等がある１
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再就職支援に来たすハローワークの役割（中内）

①昼間学生と②自営・起業する，あるいは，その準備行為を行う者（以下,自

営・起業（希望）者）をひとまず指摘できる。

前者①昼間学生については。雇保法４条３項にいう「失業」概念の第３要件
１５）

である労働の「能力」が「一応……ないものと推定される」との基準がある。

これにより，昼間学校へ入学した離職者は，他の要件を満たしても，上記要件

に欠けることを理由に原則として「失業」とは認定されず，求職者給付を受給
16）

することができない。しかしながら．解雇されたためやむを得ず，あるいは，

一念発起して新たな人生を切り拓くために，離職者が国家資格の取得あるいは

技能検定・公務員試験合格を目指して何らかの昼間学校に入学する例は，しば

しば耳にする。医師・理（美）容師・法曹資格など，国家資格の中には，特定

の学校を卒業・修了しなければ受験資格さえ認められないものもあり，これら

に挑戦するため当該学校へ入学する離職者も一定数存在すると思われる。この

ような場合の離戚者は，将来に向けた明確な「就職」意職の下に，その労働

｢能力」の独得・向上を図りながら，失業状態から脱するために努力している

と評価し，受給資格者が管轄公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受

ける場響に準じて取り扱われるべきではないか。
後者②自営・起業（希望）者に関連して，「行政手引」は，「失業」概念の第

４要件にいう「職業に就く」こと（＝就職）を，先に見たように「雇用関係に

入るものはもちろん，……自営業を開始した場合等」とし（Ⅱ１ウ)，判例も，
１８）

こうした解釈を受容する。これを敷桁すれ}玉，雇用労働への求職活動であれ，

非雇用労働である自営・起業に向けた準備行為であれ，いずれも失業状態から

脱するための行為・活動として，同じ価値を有していなければならない。にも

かかわらず，「行政手引」は，「失業」概念の第２要件である労働の「意思」と

15）前掲賎５)轡319頁。

16）籾井・前掲賎12)番221頁は．これを批判して，「[学生として］の生活環境と両立しうる

職業（たとえば夜間学生に関わっては昼間勤務の職業，昼間学生にかかわっては夜間勤務

の職業のごとく）との関連では労働の能力があるものというべき」と脱ぐ。

17）このとき，受給資格者は，基本手当（雇保法15条）や技能修得手当（同法36条）等を受
給できる。

18）前掲註15)岡山職安所長事件および別府職安所長事件･大分地判昭36.9.29労民築12巻
５号905頁参照。．
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の関係で，「……自営……等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者」

を｢労働の意思を有する者として扱うことはできない｣と規定す:｡この定め
方からすると，労働の「能力」がないと「一応……推定される」いいかえれ

ば，それへの反証が想定されている①昼間学生とは根本的に異なり，自営・起

業（希望）者には，労働の「意思」がないことへの反証の余地さえ認められな

い。つまり，自営・起業（希望）者は，第２要件である労働の「意思」が欠け

ることを理由に，例外なく「失業」とは認定されず，求職者給付を受給できる

可能性を完全に否定されているのである。

しかも，①②の求職者給付の受給を阻む上記基準は，失業認定時だけでは
２０〕

なく，それに先立つ受給資格決定の際も同様に機能するようである。これは，

①②がともに，そもそも受給資格者にさえ該当しないとの結果をもたらしか

ねない。

（２）失業認定・給付制限のあり方の変遷

失業者が求職者給付を受給するために失業認定や給付制限という手続きを経

る仕組みは，失業保険法（昭和22年12月１日法律第146号。以下‘失保法)制定当初

からすでに設定され，雇保法（昭和49年12月28日法律第116号）制定後も．当該仕

組みの構造自体は引き継がれたものの．その法令上の基準や「行政手引」の内

容については，改正・変更が稲み重ねられてきた。その特徴を端的に表現すれ

ば，受給者にとっての「厳格化」であったといえよう。

失業認定では，その認定日の間隔について，失保法制定当初１週間毎であっ

たものが(塑条段)，２週間毎への法改正(1969年)等を経て,雇保法制定時
には4週間毎まで延長されたこと(現15条3讃)をまず看取できるが,前述の

19）前掲姓５)密317頁。

20）2007年５月16日と９月27日にＨＷ熊本，同年５月29日にＨＷ福岡西を訪れ，業務の実

際を見学するとともに，担当城員の方にインタビューを行った。その際，提供を受けた資

料に，受給資格決定の際に用いる「廟用保険受給手続きに関する確豚轡」（Ａ４判１枚のプ

リント）がある。当骸轡面には，離職者に対する複数の質問の中に「すでに就職が内定

（自営準備を含む）していますか｡」「各種学校等に在学中か，または入学予定があります

か｡」とある。

なお@以下の記述では．これらのインタビューで得た悩報も活用していることを，ここ

に予めお断りしておく。
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再就職支援に果たすハローワークの役割（中内）

厳格化という特徴が顕著に表れたのは，求職者に対する求職活動努力義務規定

(10条の２）が挿入された直近の2003年法改正と，それに先立つ「行政手引」の

変更（平14.9.2職発0902001号（平成14年９月20日施行)）である。とくに，後

者の｢行政手引｣変更で詮上記義務規定の挿入を先取りして.｢失業｣概念
の第２要件である労働の「意思」を慎重に判断するとされ，「通常自己のでき

る限りの努力で職業を探し求めている（求職活動を行っている)」かという観点

から，失業認定時にＨＷが受給資格者に提出を求める「失業認定申告瞥」（雇

保則様式第14号）に記載する「求職活動実績」欄に２回以上という数量規制が

課され，受給資格者による求職活動内容が細かに確認されるようになった（廟

保則28条の２第１項)。

こうした改正・変更前後の統計を見ると，2002年度（受給老実人員：1046千

人）から2003年度（同：839千人）にかけて，基本手当受給者数が約20％・２１万

人ほど減少してい習・当時の年度平均完全失業率(2002年度:駄劇2003年度：
5.縄)や有効求人倍率(2002年度:056倍,2003年度:０６鰭)がそれほど大きく
改善されているわけではないことに徴すれば，変更前の「行政手引」に従って

基本手当を受給された者が，当該変更によって同手当を受給できなくなった可

能性，いいかえると，本来，求職者給付を必要とする者にそれが行き渡らなく

なった可能性を否定できない。

21）前掲註５)香53頁以下のほか．不破寛昭「失業保険法・失業手当法解説と手続［再版]」

（泰流社，1948年）139頁以下［復刻版］（菅沼隆監修「日本社会保障基本文献集第Ⅱ期被

占領下の社会保障構想第14巻」（日本図播センター，2007年)）も参照。

22）前掲賎５)番71頁のほか，2006年３月３日開催第23回労働政策審麟会職業安定分科会雇用

保険部会配付資料２「雇用保険基本問題研究会『雇用保険制度の在り方に係る議鶴の整理」

（2006年２月)」５８頁「失業の麗定回数の変遷」（http://www・mhlw・go・jp/shingi/2006/０３

／dl/sO303-5b2apdf）参照。

23）これを鶴じたものに。藤原稔弘「雇用保険法制の再検肘」日本労働法学会麓103号（200M４
年）５２頁（とくに67頁以下）等がある。

24）前掲註23)資料67頁「一般求職者給付の支給状況」（http://www､mhlw・go.』p/shingi／

2006/03/dl/sO303-5b3apdf）参照。

25）2003年４月25日総務省統１１１６局公表「労働力調査（平成14年度平均）結果」第１表参照。

26）2004年４月30日総務省統計局公表「労働力爾査（平成15年度平均）結果」第１表参照。

27）2008年１月29日厚労省発表「一般職業紹介状況（平成19年12月分及び平成19年分）につ

いて」第４表参照。

日本労働法学会隣111号(2008.5）６９



シンポジウム〈報告⑤）

他方，給付制限では，失保法上，その事由として「職業紹介・職業指導拒

否」（21条本文）および「重責解雇.やむをえない事由のない自己都合退職」

(22条）の２類型が設けられ，前者については制限期間１箇月，後者のそれに

ついては１ないし２箇月間とされていた。対して，現行制度をほぼ形作った

1984年雇保法改正時には，職業紹介拒否の制限期間が１箇月（現32条１項本文)，

職業指導拒否のそれが１箇月以内（｢行政手引」上は原則２週間）（現32条２項)，

重責解雇および正当理由のない自己都合退職の制限期間が１箇月以上３箇月以

内（市政手引」上は原則３箇月）（現33条１項本文）となっている。この内容は，

1947年失保法制定当初とはもちろん，1974年扇保法制定時と比べても，法律お

よび「行政手引」上における基準のいずれも，受給者が求職者給付をすぐには
２８）

手にできない制限期間を延長するものであった。

なお，原則一律に行われる現在の給付制限処分，とりわけ雇保法33条に基づ

く当該処分のあり方につき，それを担当するＨＷ職員も組織する全労働省労

働組合は，次のように主張している。すなわち，同法の目的規定（１条）「労

働者が失業した場合……に必要な給付を行う……ことにより，労働者の生活及

び雇用の安定を図る」ことに反しており，生存権（憲法25条）や職業選択の自

由(同22条)を脅か製と。

３小括

法律上の「失業」概念は，失業保険法制定から今日に至るまで，全く変更さ

れない一方で，実務が用いる「行政手引」は，前掲2002年変更がその一端であ

るが．その時々の雇用悩勢等の影響を受け，「失業」状態を判定する基準の内

容を変化させてきた。

確かに．当該基準が判例によって違憲・違法と判断されたことはこれまでな

28）前掲駐５)轡107-8頁参照。

29）全労働省労働組合,中央行政研究推進委員会「第２２回労働行政研究活動中央行政研究

レポート「セーフテイネットとしての厨用保険制度」【職安職域】（その３)」５（２）

（http://www､zenmdo､com/zeILt/zen-t-gyo/OO5-1-2P4htmI）参照。なお‘同組合は．

雇保法33条の給付制限については．まず『行政手引」による運用上の制限を１箇月とし．

段終的には法改正を経て撤廃すべきとも主張する。
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再就職支援に果たすハローワークの役割（中内）

いが，以上で指摘してきた諸点に鑑みればⅢそれが求職者給付を受給させるべ

き，あるいは必要とする失業者層をうまく取り込んだ内容であるとはいえない

と評価しうる。従来の学説からの批判も踏まえより合理的な基準の作成が望

まれる。

また，給付制限事由の中でも，自己都合退職（雇保法33条１項本文）の場合，

受給資格者の置かれた状況は様々である。にもかかわらず，それを全く考慮し

ないまま，一律に，その上３箇月という比較的長期の制限を課す現行制度は，
３１）

その目的である｢濫給防１２｣,その効果としての｢安易な離職の防止｣への貢
献が認められないわけではないが‘ＨＷが果たすべき「速やかなる再就職」

に対する阻害要因になっていないか，との疑念も払拭できない。翻って，失保

法は，大量の失業者が溢れた第２次世界大戦終結直後の混乱期に制定されなが

ら．給付制限については，「[｢行政手引」が定めた］期間も一応の基準であっ

て，個々の事例についてそれぞれ具体的に定めなければならないことは，いう

までもな｛H｣と理解されていた。
それゆえに，とりわけ雇用保険法33条に関しては，その文言の「１箇月以上

３箇月以内」との定めに立ち返り，個々の受給資格者の事情を取り込んだ，よ

り柔軟な運用が目指されるべきであろう。

Ⅲ職業紹介一具体的な雇用・職の提供

１ＨＷの職業紹介事業をめぐる現状

ＨＷは,窓口において対面で行う核としての職業紹介事鑿のほか.それに
関連して．求人企業との関わりの中で行う法令周知活動，事業所の訪問による

30）前掲註５)香108頁参照。

31）前掲註５)書150頁，渡ロ桂一郎『労働法政策」（ミネルヴァ轡房．2004年）107頁等参照。

32）勉井光「改正失業保険法の解説」（日本労働通信社，1949年）221頁［復刻版］（菅沼隆監

修「日本社会保障基本文献錐第Ⅱ期被占領下の社会保障榊想第15巻」（日本図瞥セン

ター，2007年))。

33）その業務の具体的な流れを図示したものに，（社）全国民営職業紹介事業協会綱「職業紹

介銃判（全国民営職業紹介事業協会〔発売：雇用問題研究会〕，2006年）３１８－９頁がある。
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シンポジウム（報告⑤）

【表１】

筐
厚

③はデータ提供なし，④は法改正で股けられた新範癖のためデータなし

【常用畷用率】＝【常用風用移行者数】÷【トライアル雇用終了者数脾100

求人開拓，（再）就職支援の専門家を配置して行う求職者との相談や，履歴書

の作成指導や模擬面接を行う各種セミナー等，様々な事業を展開している。全

国591箇所（2006年４月１日現在）のＨＷに配置される職員数は正規12164名の

ほかに非常勤11311名（2005年度現在)，同年度の関係予算規模は約1900億円で

あっ製。
同じ年度の実紙を見ると，新規求職申込件数が約676万件，新規求人数が約

３５）

1008万人，就職件数は約214万人で，就職率は31.6％となっている。また．厚

労省「平成17年雇用動向調査」によれば，ＨＷが就職経路に占める割合は

2L2%であるのに対し,民間職業紹介事業者のそれは,わずかL3%に留ま腎・
３６）

34）前掲歴３)資料３－８頁参照。なお，新聞報道によれば（日経新聞2008年２月26日午前７

時ネット配信記事)，2007年度末現在，ＨＷは576箇所であって,厚労省は2008年度中にざ

らに26箇所を廃止する予定という。

35）前掲姓３)資料１頁参照。

36）2005年度現在．11028頭業所（有料：10375,無料：653）である。2006年12月28日厚労省

発表「平成17年度職業紹介事業報告の梨箭結果について」参照。

37）2007年第７回経済財政賂間会議（４月６日開Mi）柳澱臨時磯貝提出盗料．参考資料「ハ

ローワークについて」（http://www､keizai-shimongo・jp/minutes/2007/0406/item8Pdf）
１０頁参照。
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2005年度

開始者数 常用雇用率

2006年度

開始者数 常用風用率

① 4.068 73.5％ 4,364 75.7％

② 500722 80.0％ 48282 79.6％

③

④

⑤ 5.954 82.0％ 6,826 83.0％

⑥ 323 68.6％ 327 71.7％

⑦ 117 59.6％ 104 72.5％



再就職支援に果たすハローワークの役翻（中内）

２職業紹介の新たな型一トライアル雇用

ＨＷは！「トライアル雇用」と呼ばれる新しい型の職業紹介にも現在取り組

んでいる。これは，「公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困

難であると認めた」者，具体的には，①45歳以上65歳未満の中高年齢者，②３５

歳未満の若年者,③日雇労働者,④季節労働者,⑤障害薯⑥母子家庭の母等，
⑦路上生活者を試行的に雇用した事業主に対して，原則３箇月間「試行雇用奨

３９）

励金」（月額１人あたり４万円）を支給する備り度である。

その特徴は，従来の職業紹介が窓口における「待ち」のそれであったのに対

し，求職者の状況と求人企業の希望を勘案しながら，ＨＷが秋極的に関わっ

て実施する職業紹介である点に見出されるという。

2005年度および2006年度の実紙（データ提供元：ＨＷ）は，【表１】の通りであ

って少なくともデータを得られた各「就業困難者」群の常用雇用率の高さに注

目すべきである。

３規制緩和とＨＷ－－課せられた市場化テスト

上述のようなＨＷにおける業務内容・その実施態勢，あるいは，業務遂行

のあり方に対しては，政府が推進する「規制改革」の観点から，この間，様々

な検討が加えられてきた。その具体的な現れの１つが，官の事業を民間企業に

試験的に行わせる，いわゆる「市場化テスト」である。ＨＷが行う事業に対

して実施された当該テストは．①すでに実施済のものが６件（ア：櫛造改革特別

区域法（平成14年12月18日法律第189号）に基づく「あだちワークセンター」（官民共同

の職業紹介窓口）の股置（2003年６月～2006年３月)リイ：若年版キャリア交流プラザ

事業（2005年６月～2006年５月12006年６月～2007年５月)，ウ：長期失業者の就職支

援事業（2004年度以降継続)，エ：求人開拓事業（2005年度以降継続)，オ：キャリア交

38）障害者に対しては．このトライアル扇用だけでなく,職業紹介事業全体において配慮が

必要とされるが（職安法22条．同法施行規則16条等)，本稿は，この点について深められな

かった。今後も鯛杢・研究を進め，他日を期したい。

39）当駿奨励金の財源は，②のうちの無業者（いわゆるニート）と⑤⑥⑦に対しては一般会

計，その他の者へは扇用安定、桑（扇保法62条１項５号，函保則110条の３）によって担保

される。前掲陸５)番835-6頁参照。
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シンポジウム（報告⑤）

流プラザ事業（2005年６月～2006年５凡2007年度以降３年間))，②現在実施中のも

のが4件(ｳｰｵの継続実施分,力:人材銀行事業(2007年度以降3鋼)),③これ
から実施予定のものが１件（キ：ＨＷにおける官民共同窓口による無料職業紹介事

４１）

業）である。

実施予定であるキを除くテストの結果については,すでにその一部が公表ざ
４則

れており，それらを鳥戯する限り．現時点では．民間企業に比してＨＷの方

が総じて優れた成績を収めている状況である。

４具体的な雇用・職への橋渡し策一公共職業訓練の現状と新たな蔵み

「ＨＷが再就職支援に果たす役割」を探るという本稿の主題からすれば，こ

こで公共職業訓練にも触れておく必要があろう。なぜなら，ＨＷが提供する

具体的な雇用・職と失業者(離職者）の労働能力とがうまく適合しない場合が

疑いなく存在し，公共職業訓練は，失業者に労働能力を向上させる機会を与え，

こうした不適合を解消する手段として，これまで活用されてきており，しかも，

その実務上の受付窓口はＨＷであって（職安法19条も参照)，かつ，法律上．

ＨＷと公共職業訓練実施機関である公共職業能力開発施設（職業能力開発促進法

(以下，職開法）１５条の６第３項）との連携が躯われているからである（職安法2４

40）アーカの各事業内容やそれに対するテストのあり方等については，後掲註42)に掲げた各

テスト結果に関する報告替等を参照のこと。

41）当骸テスト案については，2007年第１２回経済財政諮問会鱗（５月９日開催）柳澤臨時議

員提出資料「ハローワークについて」（http://www・keizai-shimongo・jp/minutes/2007／

0509/item6pdf）参照。

42）アについては2006年６月14日付け総務省行政解価局「規制の特例措圃の実施状況に関す

る鯛査（構造改革特別区域推進本部評価委員会依頼鯛査）結果報告替」特例措樋調査結果

（903）（http://www・soumu・gojp/sPnews/2004/pdf/903.pdf）および厚労省職業安定局
首席職業指導官室職業紹介係「あだちワークセンター（官民共同窓口）における職業紹介

事業の実施状況」（http://www､mhlw・gojp/bunya/koyou/otherO4/pdf/datapdf)．ウ
については2006年３月10日付け厚労省戚業安定局主席職業指導官室「民間委髄による長期

失業者の就職支援事業の実施結果の概要について」（http://www・mhlwbgQjp/topics／

2006/03/dI/tpO302-2apdf)，上妃以外のテストについては2007年６月１日厚労省発表「平
成17年度市場化テストモデル事業（キャリア交流プラザ事業，若年版キャリア交流プラザ

事業及び求人開拓事業）に係る実績評価について｣，同年11月26日厚労省発表「求人開拓事

業（平成18年度市場化テストモデル事業）に係る実繍評価について」をそれぞれ参照。
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再就職支援に来たすハローワークの役割（中内）

【表２】

条「戦闘法23条３項)。

（１）公共職業訓練の現状

公共職業訓練の実施主体は，原則として国（実際には，独立行政法人雇用．能

力開発機櫛（以下，機構)）または都道府県とされている（職開法16条，同機構法

(平成14年12月13日法律第170号〉１１条１項７号)。2005年４月１日現在ｂそれらが

設置する公共職業能力開発施設数は288であって（１市立枚と障害者対象19校を含

懲),法は,その利用対象を雇用保険受給資格者にほぼ限定し,訓練費用を無
料とする（職開法23条１項)。

４４）、

同年度における離職者訓練の実繍は，【表２】の通りである。なお，「受講者

数」欄のデータを見れば明らかなように．現在，離職者訓練プログラムの多く

は，機構や都道府県から委託を受けた民間の教育機関が提供している。

注目すべきは「職業訓練受講者の高い就職率である。公共職業訓練が失業者

と具体的な雇用｡職とを結合させる機能を大いに発揮しているといえる。

43）2005年７月20日開催第19回労働政策審餓会職業能力開発分科会配布資料４「職業能力開

発の現況等について」（http://www;mhlw・go・jp/shingi/2005/07/dl/sO72小12dLpdf）の
中の「公共駁業能力開発施設の種類」のほか，（独）労働政策研究・研修機櫛縞「プロジェ

クト研究シリーズNo.６日本の職業能力開発と教育馴純基盤の整備」（(独）労働政策研究・

研修機椴〔発売：広報部成果普及課〕，2007年）226頁も参照｡幸

“）2007年３月28日開催第36回労働政策審麟会職業能力開発分科会配付資料３－３「平成１７

年度公共職業訓練実施状況」（http://www､mhlw,go.』p/shingi/2007/03/dl/SO828-9Lpdf）
参照。なお，当該訓練コースの分類やその分野別撫成等については，前掲註43)轡228頁以
下を参照。
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・機櫛

受露者数 就職率

都道府県

受繍者数 就職率

合計

受鱗者数 就職率

施股内 39,842 799％ 14,959 73.1％ 54゜801 78.0％

委託 l0uL721 66.0％ 27,571 61.7％ 132,292 65.1％

合計 1“,563 42,530 187,093



シンポジウム（報告⑤）

（２）新たな試み：日本版デュアルシステム等

新規学卒者の早期離職やいわゆるニート等，若年者に関する最近の深刻な雇

用状況を受け止めて，職業紹介事業における「トライアル雇用」と同様（Ⅲ

２)，公共職業訓練の領域でも200M4年度に「日本版デュアルシステム」という
４５）

新たな型力r生み出された。

その特徴としては．①「座学」中心の従前の公共職業釧練を，「座学」と企

業の現場における「実習」とを組み合わせたプログラムに変化させ，②一定の

限界は設けつつも．当該プログラムの対象者を「概ね35歳未満の若年求職者」

と設定したように，雇用保険受給資格者ではない者にまで門戸を広げた点が挙

げられよう。同年度実績における比較的高い就職率（委駈馴練活用型：68.4％，

公共職業能力開発施設利用型：81.3%）を見ると，このプログラムも，ひとまず成

功していると評価してよい。

なお現在，政府（厚労省）は，こうした「座学」と「実習」を組み合わせた

公共職業訓練プログラムの多様化や，その対象者を上記若年者だけでなく’

｢フリーター，子育て終了後の女性や母子家庭の母親等，これまで職業能力形

成の機会に恵まれなかった」者へ拡大すること等を内容とする「ジョブ・カー

ド｣制慶の2008年度本格実施を準備している模様である。

５小括

（１）職業紹介

政府が推進する「規制改革」の趣旨，すなわち，ＨＷの事業・組織のあり

方等を民間企業の知見や手法を用いて改善すべきとの方向性は理解できるもの

の，ＨＷが就職経路に占める割合の現状（、ｌ）やトライアル雇用の実級（Ⅲ

２)，さらには市場化テストの結果（Ⅲ３）からすれば，少なくとも現時点で，

ＨＷの民間委託や民営化が最善の解決策であるとの結論は導き出せない。

45）当骸制度の鮮細やそれに対する評価は，2005年11月29日厚労柑発表「｢日本版デュアルシ

ステムの今後の在り方についての研究会」報告密について」（http://www・mmw､go・jp／

houdou/2005/11/hll29-ahtml）参照。

46）鮮細は，2007年12月19日付け「｢ジョブ・カード榊想委貝会｣最終報告」（http://www・
kanteLgojpZjp/singi/seichou2′job/saisyu/pdf/siryou4,pdf）等参照。
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再就職支援に果たすハローワークの役割（中内）

また，厚労省は，ＨＷ利用者の核が離職者であり，対する民間職業紹介利

用者が在戚者中心であること等を表すデータを根拠に，現在のＨＷと民間職

業紹介事業者とは.そもそも棲み分けされているといﾂ。
以上から，ＨＷによる職業紹介をなお国営として維持し，民間事業者と共

存させる（または，せざるを得ない）ことを前提とした上で，ＨＷが「速やかな

る再就職」に向けてより大きな役割を果たそうとするならば，その手法とは，

棲み分けられた民間事業者との協働・連携であろうと錐者は考える。例えば，

個人情報保護や求人企業との信頼関係等に留意しながら，ＨＷと民間事業者

との求人情報ネットワークを相互に連結させることは可能ではないか。

このような宮と民との直接的な協働・連携がひとまず困難だとしても，地方

公共団体(都道府県．市町村）が触媒となって，ＨＷと民間事業者とを結びつけ

ることも考えられる。東京都が中心となって2004年７月に設慨された「東京し

ごとｾﾝﾀｰ｣は実際の先行例として指摘できよﾂ｡新聞報道によれば(産経
新聞2007年８月15日午前７時50分ネット配信記事)，同センターの実紙はＨＷを上

回る39.8％の就職率（新規登録者：51244名，就職者：20443名（当時)）を記録した

という。

（２）公共職業訓練

すでに見た通り，公共職業馴練は失業者を具体的な雇用・職に繋げることに

大きく貢献している一方，失業者の最大関心の１つが「速やかなる再就職」で

ある以上，筆者は，原則的として雇用保険受給資格者に限定されている現行の

当該訓練受講資格の門戸をより広げることをまず提案する。

また，本稿の主題「ＨＷが再就職支援に果たす役割」如何という観点から

は，ＨＷと公共職業能力開発施設とのさらなる協働・連携，具体的には，訓
⑲）

線プログラムの共同開発が行われるべきである。なぜなら，公共職業即1線に対

47）前掲肢３)資料25頁以下参照。

48）東京しごとセンターのＨＰ（http://www,tokyoshigoto・jp/shisetsuphp）には，「東京

しごと財団．民|､の就職支援会社，ハローワークが一体となって．求職者のニーズに即し

た特徴あるサービスを提供しています」との説明がある。

49）インタビューによれば，ＨＷと機綱の地方出先機関との間では．年に数回，１１１１１純プログ

ラム等に関して，アンケートや意見交換の機会が設けられるものの，その簸終決定は，ノ
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シンポジウム（報告⑤）

する失業者の期待や意見，他方，求職者の労働能力に対する求人企業の希望等，

双方の立場を最も把握しているＨＷの意向を十分に取り込んだ訓練プログラ

ムを栂築することが，限られた予算を無駄にすることなく，受識者の満足度を

上げ，ひいては，より高い就職率の達成に寄与すると推測できるからである。

Ⅳおわりに－ＨＷの再就職支援をめぐる２つのキーワード

これまで述べてきたところから，ＨＷが再就職支援に果たす役割にとって，

２つの重要なキーワードが浮かび上がってくる。すなわち，それはPronling

(個々人の傭報集積とそれに基づく適切な施策の実行）とCooperating（協働・連携）

である。

ＨＷでは目下，一連の失業認定手続きにおいてはもちろん，当該手続きと

密接に結びついている職業紹介･職業相談の際にも(廟保則28条の2第２譜)，
職員が担当する失業者・求職者とできる限り細やかな意思疎通を心がけ．その

中で得られる情報を各人ごとにコンピューター等に記録し，そうした情報の蓄

積ゆえに，より適切で有効な職業紹介や公共職業訓練の受識指示，あるいは。

セミナーや相談事業への案内が可能になっているという。このような

Promingに関しては，ＯＥＣＤ（経済協力開発機榊）でも「mdividualaction
５１）

plan」という観点から，jiH極的に評価する方向性が示されているようである。

また．箪者は，将来のあるべき姿として．職業紹介におけるＨＷと民間事

業者，さらには，公共職業訓練におけるＨＷと公共職業能力開発施設との

Cooperatingを論じた（Ⅲ５)。他方，近時の実務では，就職に結びつきにくい

求職者をめぐり複数部署の担当職員間で相談し合う事例がある等，従来あまり

〆機樽中央でなされるという。むしろ．予算執行と馴練プログラム決定椛限を各地方に下ろ

しＨＷと機栂の地方出先機関との綿密な餓鶴の下で当骸プログラムの整備を図ることが

合理的と考える。

50）平18.4.10職保発0410001号・職首発0410004号では．例えば，失業囲定後に職業相険

部門へ艦謀する鋒．受給資格者に対する職業相麟を的砿に実施すること，平１９．２．１職

保発0201001号・職首発0201001号では，初回の失業鯉定日には必ず全員に対して職業相麟

を実施することが指示されている。前掲歴３)資料２頁のチャートも参照。

51）この点については．本鱗に掲戟された矢野昌浩会風の飴文（80頁以下）を参照されたい。
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５２）

なかったＨＷ内部繊哉間でのCooperatingが見られるとも聞く。

なお，ドイツでは，近年の法改正により，雇用対策を担う連邦の関連機関と

福祉を担う自治体とが，人的にも組織的にも協同する組織（Arbeitsgemein‐

schaft）を形成し，当該組織が新たな失業手当（Arbeitslosengeldn）の給付や職

業紹介を実施する運営方式が生まれた結莫給付対象者に対する複合的な
Profilingが蓄積し，上記両組織間や外部組織とのCooperatingが進んでいる

とい割。
こうしたドイツの経験との比較が可能になれば，わが国のＨＷにおける

PromingやCooperatingのあり方が改良され，それが再就職支援に果たす

ＨＷの力量をさらに大きくするに違いない。

(なかうち苔とし）

52）インタビューによる聞き取りである。もっとも，現在のＨＷでは，各所毎の「就職率」

や「nK用保険受給者の早期就職割合」に数値目標が設けられる等，ＰDCA（Plan/DC／

Check/Act）サイクルと呼ばれる業務改善活動が進行中であり，その影響とも考えられる。

ＨＷのサービス改善については．2006年11月10日開催第４回公共サービス改革小委員会厚

労省提出資料「ハローワーク業務の市場化テストについて」（http://www５ＣａＯ,go・jp／
kanmin/kaisai/bukai/service/2006/1110/O61110-2-2pdf）６頁参照。

53）いわゆるハルツ委員会報告番に従った改革である。これについては，さしあたり(独)労

働政策研究・研修機構縞「労働政策研究報告轡Nbb69ドイツにおける労働市場改革」

（(独）労働政策研究・研修機綱，2006年）８頁以下［野川忍執iii:］等参照．

54）鉦者が2007年１月に実施したドイツ現地鯛査の際に訪れた複数の当骸協同組織における

インタビューによる。ProHlingとCooperatingという言葉が繰り返し脱明に用いられてい
たことがなお記憶に新しい。
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◆日本労働法学会第116回大会案内◆
Ｌ

１日時：2008年１０月13日（月・祝）

２会場：東洋大学

３大シンポジウム

統一テーマ：「企業システム･企業法制の変化と労働法」

担当理事：石田風（早稲田大学)’山田省三（中央大学）

報告者：本久洋一（小樽商科大学）「親子会社と労働法一一企業組織・企業法制

の変化と解風法制」

有田滕司（専修大学）「合併・会社分割・蛎業醸渡と労働法」

河合塁（中央大学）「企業買収と労働法一一噛言う株主」時代の労働

者保霞法理」

新谷興人（日本大学）「倒産法制における労働者代表関与の意義と課題」

米津孝司（中央大学）「企業の変化と労働法学」

コメンテーターi:上村逮男（早稲田大学･非会員）
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【お賎ぴとBT正】

前号（111号)所収．中内哲「再就職支援に果たすハローワークの役割」の脚駐に誤植がございまし
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た。お舵ぴいたしますとともに，下妃のように訂正し､たします。
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